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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】令和1年7月11日(2019.7.11)

【公表番号】特表2017-525875(P2017-525875A)
【公表日】平成29年9月7日(2017.9.7)
【年通号数】公開・登録公報2017-034
【出願番号】特願2017-519988(P2017-519988)
【国際特許分類】
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   Ｃ０９Ｄ   7/40     (2018.01)
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   Ｃ０９Ｄ 127/12     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 133/16     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 183/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０４Ｄ    5/12     　　　Ａ
   Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  201/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  127/12     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  133/16     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  183/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    5/00     　　　Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年6月4日(2019.6.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子が埋め込まれているビチューメン層を含むルーフコーティングであって、前記粒子
は：
　４０～７０重量％の粘土鉱物と；
　０～３２重量％の結晶質シリカと；
　２８～４５重量％の長石と；
　０～１５重量％のその他の凝集体と；
の焼成混合物である粒子を含み、
　前記焼成混合物はＤＩＮ　９９３－１に従って測定した開放気孔率が０～１４容量％で
ある、ルーフコーティング。
【請求項２】
　前記その他の凝集体は、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、長石以外の立体網目状ケイ酸塩（ｔ
ｅｃｔｏｓｉｌｉｃａｔｅｓ）、及び粘土鉱物以外の層状ケイ酸塩（ｐｈｙｌｌｏｓｉｌ
ｉｃａｔｅｓ）からなる群より選択される少なくとも１種を含む、請求項１に記載のルー
フコーティング。
【請求項３】
　前記粒子は粒径（ｄ５０）が０．１～３ｍｍである、請求項１又は請求項２に記載のル
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ーフコーティング。
【請求項４】
　前記粒子はルーフコーティング１ｍ２あたり０．５～５ｋｇの量で存在する、請求項１
～請求項３のいずれか一項に記載のルーフコーティング。
【請求項５】
　前記粒子は粒子コーティングを有する、請求項１～請求項４のいずれか一項に記載のル
ーフコーティング。
【請求項６】
　前記粒子コーティングは、ケイ素含有化合物、フッ素含有化合物、ケイ素－フッ素含有
化合物、及びそれらの混合物から選択される、請求項５に記載のルーフコーティング。
【請求項７】
　前記粒子コーティングはフッ素含有ポリマーを含む、請求項５又は請求項６に記載のル
ーフコーティング。
【請求項８】
　前記フッ素含有ポリマーは前記粒子に対して０．１～２．０重量％の量で存在する、請
求項７に記載のルーフコーティング。
【請求項９】
　前記フッ素含有ポリマーは熱可塑性フッ素ポリマーである、請求項７又は請求項８に記
載のルーフコーティング。
【請求項１０】
　前記フッ素含有ポリマーはフッ素化（メタ）アクリレート又はフッ素化シリコーンであ
る、請求項７～請求項９のいずれか一項に記載のルーフコーティング。
【請求項１１】
　ＡＳＴＭ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｃ　１５４９に従って測定した日射反射率が少なくとも
８０％である、請求項１～請求項１０のいずれか一項に記載のルーフコーティング。
【請求項１２】
　前記混合物は：
　４５～６５重量％の粘土鉱物と；
　５～１８重量％の結晶質シリカと；
　２８～４０重量％の長石と；
　０～１０重量％のその他の凝集体と；
を含む、請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載のルーフコーティング。
【請求項１３】
ａ）４０～７０重量％の粘土鉱物と；
　０～３２重量％の結晶質シリカと；
　２８～４５重量％の長石と；
　０～１５重量％のその他の凝集体と、
の混合物を焼成することにより焼成混合物を得ること：
ｂ）前記焼成混合物を粉砕して粒子にすること；
を含み、前記焼成混合物はＤＩＮ　９９３－１に従って測定した開放気孔率が０～１４容
量％である、ルーフコーティングに含まれるビチューメン層に埋め込むための粒子の調製
方法。
【請求項１４】
　ビチューメン、特にルーフカバーリング用のビチューメン、に埋め込むための、
　４０～７０重量％の粘土鉱物と；
　０～３２重量％の結晶質シリカと；
　２８～４５重量％の長石と；
　０～１５重量％のその他の凝集体と；
の焼成混合物である粒子の使用であって、
　前記焼成混合物はＤＩＮ　９９３－１に従って測定した開放気孔率が０～１４容量％で
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ある、粒子の使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５７】
　全ての引用文献は、そのような開示が本発明の教示と矛盾しない限り、本開示に完全に
含まれる。
　本発明には、以下の態様が含まれる。
＜１＞　粒子が埋め込まれているビチューメン層を含むルーフコーティングであって、前
記粒子は：
　４０～７０重量％の粘土鉱物と；
　０～３２重量％の結晶質シリカと；
　２８～４５重量％の長石と；
　０～１５重量％のその他の凝集体と；
の焼成混合物である粒子を含む、ルーフコーティング。
＜２＞　前記焼成混合物はＤＩＮ　９９３－１に従って測定した開放気孔率が０～１４容
量％である、＜１＞に記載のルーフコーティング。
＜３＞　前記粒子は粒径（ｄ５０）が０．１～３ｍｍである、＜１＞又は＜２＞に記載の
ルーフコーティング。
＜４＞　前記粒子はルーフコーティング１ｍ２あたり０．５～５ｋｇの量で存在する、＜
１＞～＜３＞のいずれか一つに記載のルーフコーティング。
＜５＞　前記粒子は粒子コーティングを有する、＜１＞～＜４＞のいずれか一つに記載の
ルーフコーティング。
＜６＞　前記粒子コーティングは、ケイ素含有化合物、フッ素含有化合物、ケイ素－フッ
素含有化合物、及びそれらの混合物から選択される、＜５＞に記載のルーフコーティング
。
＜７＞　前記粒子コーティングはフッ素含有ポリマーを含む、＜５＞又は＜６＞に記載の
ルーフコーティング。
＜８＞　前記フッ素含有ポリマーは前記粒子に対して０．１～２．０重量％の量で存在す
る、＜７＞に記載のルーフコーティング。
＜９＞　前記フッ素含有ポリマーは熱可塑性フッ素ポリマーである、＜７＞又は＜８＞に
記載のルーフコーティング。
＜１０＞　前記フッ素含有ポリマーはフッ素化（メタ）アクリレート又はフッ素化シリコ
ーンである、＜７＞～＜９＞のいずれか一つに記載のルーフコーティング。
＜１１＞　ＡＳＴＭ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｃ　１５４９に従って測定した日射反射率が少
なくとも８０％である、＜１＞～＜１０＞のいずれか一つに記載のルーフコーティング。
＜１２＞　前記混合物は：
　４５～６５重量％の粘土鉱物と；
　５～１８重量％の結晶質シリカと；
　２８～４０重量％の長石と；
　０～１０重量％のその他の凝集体と；
を含む、＜１＞～＜１１＞のいずれか一つに記載のルーフコーティング。
＜１３＞　ａ）４０～７０重量％の粘土鉱物と；
　０～３２重量％の結晶質シリカと；
　２８～４５重量％の長石と；
　０～１５重量％のその他の凝集体と、
の混合物を焼成すること：
ｂ）前記混合物を粉砕して粒子にすること；
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を含む、粒子の調製方法。
＜１４＞　ビチューメン、特にルーフカバーリング用のビチューメン、に埋め込むための
、
　４０～７０重量％の粘土鉱物と；
　０～３２重量％の結晶質シリカと；
　２８～４５重量％の長石と；
　０～１５重量％のその他の凝集体と；
の焼成混合物である粒子の使用。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　好ましくは、係る混合物は、焼成後における開放気孔率が０～１４容量％、又は２～１
４容量％であり、好ましくは４～１０容量％である。気孔率は、ＤＩＮ　ＥＮ　９９３－
１「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｔｅｓｔ　ｆｏｒ　ｄｅｎｓｅ　ｓｈａｐｅｄ　ｒｅｆｒａ
ｃｔｏｒｙ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ－Ｐａｒｔ　１：Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｂ
ｕｌｋ　ｄｅｎｓｉｔｙ，ａｐｐａｒｅｎｔ　ｐｏｒｏｓｉｔｙ　ａｎｄ　ｔｒｕｅ　ｐ
ｏｒｏｓｉｔｙ」に従って測定する。


	header
	written-amendment

